
～たかが万引きだと思っていませんか？～

◎万引きは窃盗罪です！（１０年以下の懲役または５０万円以下の罰金）

◎都内において万引きをする小学生の割合が増加傾向にあります。

◎万引きは下校後の１４時から１７時の間に多く発生しています。

◎万引きは何度も繰り返したり、重大な犯罪にエスカレートする可能性があります。

◎万引きは「絶対してはならない行為」であり、万引きをすれば、

「その後どうなってしまうのか」を子どもに理解させることが大切です。

◎保護者の皆様、子どもに万引きをさせないためにご指導をお願いします。

東大和警察署少年係 電話０４２－５６６－０１１０【内線２８１２】

【東大和警察署非行・被害防止だより】
【キャラクター：東大和・武蔵村山に生息する「セミ」ヒコー・ヒガイ・ボーシ ヒコー・ヒガイ・ボーシ】


